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7月 16日、原子力規制委員会は、九州電カ川内原発 1、2号機が、言うところの「新

規制基準Jに適合しているとの「審査密集Jを提示し、以後 1か月のパブリックコメン

トに付されることになりま した。
以下、 質問と重要裂を申し上げます。

質問 1
規制委員会が、今進めている各原発の審蜜に対して、去る 3月川内原発 1、2号機の

審査を、他の原発に先駆けて優先的に審査を進めることに至ったのは、基準津波におい

て3・7mから 5・2mfこ、基準地震動において 540Gから 620Gにそれぞれ引き

上げた事によるとされていますe

なぜ九州電力が、引き上げを行ったのでしょうか。平成25年の7月における審査鯖

求時においては、それぞれの数字は3・7m、540Gでした。それを半年も経たない

うちに数字を引き上げたその理由を明確にしてください、ということです.

質問2
上記のような基準津波並びに基準地震動を引き上げたことに際して、原子炉圧力容器、

格納容器、各種配管、配線等を始めとする重要施設について、どの織な補強、対策が施
されたのか、具体的に教えて下さい。特に原子炉圧力容器、格納容器、各種配管等につ
いては、絡別のことは行っていないとすれば、その理由を教えてください。
質問 3

8月3目、口永良部島の新岳で噴火がありました。 34年ぷりとのことです。川内原
発は、火山の爆発について『重要な影響はなし、Jとし、モニタりングをすれば(比較的

早期に)大爆発を予知できるとの立場のようですが、この口永良部島新岳の爆発を予知
できたのですか。対象外とは言えないはずです。この爆発について、予知できたか、予
知しなかったかを質問いたします。

以上、ご回答は8月末日までに、表記住所当て文書でお願い申しあげます。

要望

当面する状況の中では、少なくとも公式には、原子力委員会、固または政府、地方自
治体(鹿児島県及び薩摩川内市の首長)のいずれもが、原発の安全性という問題につい

て、責任を負つてはいないことになっており 、それでは貨九州電力そのものが安全性に
ついて担保する覚悟があるのかと言えば、そうではありますまい。したがってかよ H
状態での川内原発 1、2号機の再稼働は到底許さるべきことではありません. ヲよ

貴九州電力としても原発の安全性を担保できないのですから、かような川内原発 l、
2号機の再稼旬芦絶対に止めて下さいe 仮に貨祉が「安全であるJとヤケクソで冨ったU7も、『ヤフセJの前科のある貨祉を信用することなど到底できることではありま

以上質問すると共に、強く要望するものであります.
以上
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